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ファミリーサポートセンターとは、子育ての手助けを頼みたい方と、子育ての手助けができる方が会員となっ

て組織をつくり、一時的な子育てを助け合う有償の相互援助活動です。 
 

昨年度まで『ファミサポ主催講座』だったものが『ファミサポ交流会』に、『子育て学習会』だったものが

『スキルアップ研修会』に変わります。ファミサポ交流会は、市内在住の方であれば、どなたでも参加でき

ます！たくさんの方の参加をお待ちしています(^⁻^)                        

アドバイザーより 

ファミサポイメージキャラクター 

愛
あい

サポちゃん 

♪ 今後の予定 ♪ 

7 月 14 日（火）スキルアップ研修会「交通安全教室」 

 

８月 27 日（木）ファミサポ交流会「読み聞かせを楽しもう 

＆図書館を活用しよう」 

2 月 6 日（金）子育て学習会 

『児童虐待と社会的養護』 
1 月１０日（土）基礎研修会  

3 月２日（月）主催講座 

『最新！防犯講習会』 1 月 31 日（土）乳幼児救命講習  



  

 

子育て学習会（フォローアップ研修）    

『児童虐待と社会的養護』 報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

スキルアップ研修会 案内「交通安全教室」 

今年度のスキルアップ研修会第一回目は、子どもを守るチャイルドシートの重要性について学

びます。*提供・両方会員の方は必須の研修です。 

日時：令和８年 7 月 14 日（火）10：00～12：00 

場所：保健センター２階 機能訓練室 

講師：木更津警察署 署員     対象：ファミリーサポートセンター会員 

定員：15 名      申し込み〆切：7/8（水）16：00 

＜保育があります＞ 定員 3 名 

保育を希望する方は、申込時にお知らせください。対象は 2 歳～就学前のお子さんです。 

保険代で 1 人 200 円必要です。  保育申し込み〆切：7/6（月）16：00 

R８年２月６日（金）10時～12時  

 保健センター２階 機能訓練室 

          13 名参加（提供会員 13名） 

今年度第 3回目の学習会は、こども家庭庁より提供・両方会員の必須

講座として新たに受講が義務づけられた「虐待に関する講習」の内容で

した。社会福祉士の職員から、グループワークを交えながら講義を受け

ました。今回受講出来なかった提供・両方会員の皆様は、次回開催時

（５年に１回開催）に受講をお願いいたします。 

 

〈 参加者の声 〉 一部抜粋 

・最初、難しい内容だと思いましたが、楽しく会話しながらの講義でとても良かったです。会員さん達との

お話もあって、とても参考になりました。 

・提供会員は、「変化に気付ける存在」である事に共感しました。 

・虐待を、「不適切な環境」 と捉えるのが勉強になりました。 

・相手をよく観察して気付きを持つことや、気づいたことを担当者に相談することも大切だと思いました。 

・支援を必要とされる家庭と社会をつなぐ事、また提供会員自身も孤立しない事が大切だと理解しました。 

 

〈 講義内容より 〉 

1.こども虐待をどう捉えるか ―「不適切な環境」という視点から考える ― 

・判断ではなく視点を持つ事。大切にしたいのは「これは虐待か、そうではないか」を決める事ではありませ

ん。 

2.通告から支援が始まる 

・通告は、関係を断つ行為ではない。通告は「関係を壊す行為」ではなく、こどもと家庭を守るための社会的

な仕組みです。 

3.対応の現状と社会的養護の現状－「守る」とは何を意味しているのか － 

・通告は関係を断つ行為ではない。児童虐待対応には「ここからが支援、ここからが失敗」という線引きはな

い。提供会員が行う「気づき」「共有」「つなぎ」は、この支援の連続性を支える重要な一部です。 

4.こども虐待を放置してはいけない－「様子を見る」が最大のリスクになる － 

・早く動くこと。共有すること。支援につなぐこと。これらはすべて、状況を悪化させないための予防的な行

動です。児童虐待は、起きてから対応するものではなく深刻になる前に防ぐものです。そしてその予防の最

前線にファミサポの気づきがあります。 

5.個人・一機関では対応できない －「つなぐこと」が支援の中心になる理由 － 

・支援は「つながり」でできている。児童虐待対応は、誰か一人が頑張る事で成り立つものではない。 

6.こどもへの話の聴き方－「聴く事が支援になる瞬間とならない瞬間」－ 

・「聴く」と「抱え込まない」はセットに。提供会員の「聴く」と「抱え込まない」はセットで成立する。 

7.児童虐待対応の基本－「孤立を防ぐ」という支援のバリュー － 

・「孤立を防ぐ」は支援の価値そのもの。児童虐待対応における最も基本的な支援は、孤立を防ぐこと。 

8.児童虐待は予防に優るものはない－子育て支援は、なぜ虐待予防になるのか － 

・「予防」はすでに始まっている。提供会員が行っている子育て支援は、すでに児童虐待予防そのものです。 

 

講師：子育て支援課 阿部 勝広 氏 

  （現 こども家庭センター） 

🍀講師資料をさしあげます🍀 

 ファミサポまでご連絡ください。 



 ファミサポ主催講座『最新！防犯講習会』報告                       

今回は、防犯について袖ケ浦市の現状を知る事により、 

日頃から防犯に勤め、被害にあわないためにはどうしたら 

良いか学びました。 

【詐欺に騙されない方法】 

①家族と日ごろから連携を取る。 

②典型的な詐欺の手口を知っておく。 

③電話機を詐欺対応にする。 

④怪しいと思った時は警察や家族等に連絡をする。 

講師：防災安全課 大野 有加 氏 

○電話 de 詐欺 

 お金の話しが出たら詐欺・知らない人にお金を渡さない。相手の言った電話番号に電話を掛けない。

お金がある事を言わない。 

○還付金詐欺  

ATMで還付金の話が出たら詐欺。携帯電話で話しながらATM を操作しない。 

一旦電話を切って市役所などに確認する。 

○架空料金請求詐欺 

 身に覚えのない不審な通知・連絡には折り返しせず、警察や家族に相談する。 

相手から電子マネーカードの購入を求められたら詐欺を疑う。 

○キャッシュカードを狙った詐欺 

 通帳・キャッシュカードを人に渡さない。必要以上の現金を自宅に保管しない。自宅にお金がある事を

他人に教えない。 

○国際電話番号による詐欺 

 +1・+44 の電話には出ない。留守番電話にする。固定電話をナンバー表示にする。事実確認をする。 

○警察官を語った詐欺 

  本物の警察官は SNS で連絡しない。警察手帳や逮捕状を画像で送ることは無い。捜査の名目で金銭を

要求することは無い。 

○空き巣対策（センサーライト・ガラス戸締り） 

ごみ出しの時など（少しの時間）も鍵をかける。トイレの小窓、2 階の窓も鍵をかける。 

 

R8年 3 月２日（月）10 時～11時 30分 

袖ケ浦市役所北庁舎３階 災害対策室 

10 名参加（提供会員 9名・両方会員 1名） 

〈参加者の声〉一部抜粋                  

・詐欺については知っていたが、改めて色々な詐欺や手口について確認することが出来て良かったです。

特に詐欺に関するDVDは学生さんにもぜひ視聴してもらいたいと思いました。かけ子とは知らずに、

安易に高額バイトに手を染めないように願います。  

・国際電話利用休止や振り込め詐欺見張隊（エーコエーコ）等知らないことも知れて、また対処法も教

えて頂けて、良かったです。 

 

ファミサポ交流会 案内 

「読み聞かせを楽しもう＆図書館を活用しよう」 

 今年度のファミサポ交流会第一回目は、ファミサポの援助活動や子育て・孫育てに役立つ 

絵本の紹介や読み聞かせについて企画いたしました。興味のある方はぜひご参加ください。 

親子での参加も大歓迎です(^o^)♪ 

日時：令和８年 8 月 27 日（木）10：00～11：30 

場所：中央図書館 2 階 第 1 会議室 

講師：中央図書館 職員 

対象：市内にお住まいの方  定員：20 名  申し込み〆切：8/20（木）16：00 



 

 

＝編集後記＝ 

 ぽかぽか陽気の春は満喫する間もなく過ぎてしまいま

したが、皆さんの春の年中行事は何でしょうか。私は数

枚のフェイスタオルを交換します。充分に使い切ったタ

オルは飼っている犬用へ。ケージ内外に敷いたり、汚れ

を拭いたりして活用しています。新しいおもちゃより古

いタオルの方が喜んでくれるので、4/1 の犬の誕生日プ

レゼントは毎年『お古のタオル』です(*^_^*)  （M.I） 

皆さんのまわりに、子どもが好きで援助活動に協力していただける方はいらっしゃいませ

んか？ぜひ、ファミリーサポートセンターの事を紹介してください！ 

『 ファミサポ会員とは？ 』 

利用会員…市内在住、または在勤で生後６か月～小学６年生までのお子さんがいる方。 

提供会員…市内在住の２０歳以上で心身ともに健康で、子育ての援助活動ができる方。 

両方会員…利用会員と提供会員の両方を兼ねる方。 

（提供・両方会員は、基礎研修会を受講後、登録となります。 

 

（問い合わせ） 

袖ケ浦市ファミリーサポートセンター 

〒299-0257 袖ケ浦市神納 1136-3 

（そでがうらこども館内） 

電話・FAX 0438- 64-3115 
開所時間：午前 9 時～午後 5 時 

（日曜日・祝祭日・年末年始 休所） 

 

 

 

ファミリーサポートセンターからのお願い 

 
登録内容に変更がありましたら、センターまでご連絡ください。 

○引っ越しをしました。  ○仕事を始めました。 ○電話番号が変わりました。（自宅・携帯） 

○赤ちゃんが生まれました！（6 か月になったら登録できます。） 

○4 月からお子さんが小学校・幼稚園・保育所（園）に入学・入所（園）、放課後児童クラブに登録など 

4 月からお世話になります小川純子

です。お子様とご家族の皆様に一つで

も多くの笑顔が生まれるような関わり

を大切にしたいと考えております。 

これからどうぞよろしくお願いいた

します。      小川 純子 

 袖ケ浦市ファミリーサポートセンター

開設時より 16 年 9 ヶ月の間、アドバイ

ザーとして会員の皆様にはお世話になり

ました。 

 これからは、提供会員としてお役に立

てたらと思っています。ありがとうござ

いました。     水野 恵理子 

 アドバイザーの水野恵理子が 3 月末で退職いたしました。後任として 4 月より小川純子

（おがわ あつこ）が加わりました。どうぞよろしくお願いいたします。 


